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大阿荷立西浦高等学校

校 長 谷 口 利 広

インフルエンザ等、下記意見書に記載の疾患は、「学校において予防すべき感染症むで、軽症でも登校でき

ません (第 3種のその他の感染症は医師の判断によります)の かかつたら学校に連絡し、医師の許可があるま

で自宅療養してください。なお、下記の意見書を医師に作成してもらい、再登校時に担任まで提出してくだ

さい。この期間は学校保健安全法第 19条に基づく『出席停止』となり欠席扱いにはなりません。

意 見 書

大阪府立西浦高等学校

年  組  番氏名

〕は出席停止基準

インフルエンザ (A型・B型)駒嶼 後 2日 経過〕

種

□

□

□

□

□

２第

麻しん 膀卒熱後 3日 経過〕

風しん 〔発疹消失〕
口嘲 拶摯熟 駐要肇痘∋跡や肖通y麦 2日 組餞邑〕

結核 〔感染のおそれなし〕

*タ ミフル・リレンザ服用の場合は服用終了後2日 経過

流行性耳下腺炎 〔耳 漁ヽ の月劃慰肖失〕

百日咳 〔特有の咳消月

水痘 〔すべての発疹の痴皮化〕

□

□

□

第3種

〔感染のおそれがないと認められるまで〕

□ 腸管出血性大腸菌感染症

□ 雨 =性角結膜炎

□ 急性出血L御漠炎

ロ コレラ

□ 腸チフス

ロ パラチフス

その他の感染症 〔条件によってはШ帝停止が必要と考えられるもの〕
□ A群溶血性連鎖球菌咽頭炎 (溶連菌感染症)

ロ マイコプラズマ感染症・異型肺炎

□ 酸 性胃月易炎 (ノ ロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどによる)

□ (

出席停止期間

平成 日～平成

その他の意見

上記の疾患に罹患したため療養を指示ヒ/ていましたが、感染のおそれがきわめて少なくなったので、
登校が可能であると判断しました。

医離 関名 I

診察医師 :

ト́

第 1種 (病名 : )〔治癒するまで〕


